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(57)【要約】
【課題】玄関ポールに対するインターホンの取付けを容
易にする。
【解決手段】玄関前構造物本体と、玄関前構造物本体に
取付けられるインターホンと、インターホンを玄関前構
造物本体に取り付けるための取付部材を備え、玄関前構
造物本体は、インターホンが配置される表面を有すると
ともに、表面には開口部が設けられており、取付部材は
、インターホンを玄関前構造物本体に取り付けるための
インターホン取付部と、取付部材を玄関前構造物本体に
固定するための固定部とを有しており、玄関前構造物本
体に対する固定の向きを反転することで玄関前構造物本
体の表面に対する取付部材の取付部の位置が変更する。
【選択図】　図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　玄関前構造物本体と、玄関前構造物本体に取付けられるインターホンと、インターホン
を玄関前構造物本体に取り付けるための取付部材を備え、
　玄関前構造物本体は、インターホンが配置される表面を有するとともに、表面には開口
部が設けられており、
　取付部材は、インターホンを玄関前構造物本体に取り付けるためのインターホン取付部
と、取付部材を玄関前構造物本体に固定するための固定部とを有しており、玄関前構造物
本体に対する固定の向きを反転することで玄関前構造物本体の表面に対する取付部材の取
付部の位置が変更する玄関前構造物。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の玄関の前に設けられる玄関ポール等の玄関前構造物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、インターホンを有する玄関ポール等の玄関前構造物が知られている。（特許文献
１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１９６４１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１のインターホンが設けられた玄関ポールは、玄関前の所望の位置に設置する
ことで、適宜インターホンを配置することができる。
　近年、大きさやデザインが様々なインターホンが開発されており、また、玄関ポールに
対するインターホンの取付けについても、さまざまな要望が出てきた。
【０００５】
　本発明は、玄関ポールに対するインターホンの取付けを容易にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
  本発明の一実施形態は、玄関前構造物本体と、玄関前構造物本体に取付けられるインタ
ーホンと、インターホンを玄関前構造物本体に取り付けるための取付部材を備え、
　玄関前構造物本体は、インターホンが配置される表面を有するとともに、表面には開口
部が設けられており、取付部材は、インターホンを玄関前構造物本体に取り付けるための
インターホン取付部と、取付部材を玄関前構造物本体に固定するための固定部とを有して
おり、玄関前構造物本体に対する固定の向きを反転することで玄関前構造物本体の表面に
対する取付部材の取付部の位置が変更する玄関前構造物である。
【発明の効果】
【０００７】
　本実施形態によれば、さまざまなインターホンの取付けに対応できる玄関ポール等の玄
関前構造物を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態に係る玄関前構造物の外観図であり、（ａ）は正面図であり、
（ｂ）は側面図であり、（ｃ）は背面図である。
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【図２】本発明の実施形態に係る玄関前構造物を構成する正面板の図であり、（ａ）はイ
ンターホンを取り付ける部分の竪断面図であり、（ｂ）は平面図であり、（ｃ）はインタ
ーホンを取り付ける部分を背面側から見た図である。
【図３】本発明の実施形態に係る玄関前構造物を構成する部材を説明する図であり、（ａ
）はインターホンを取り付ける部分の一部竪断面図であり、（ｂ）は一部平面図であり、
（ｃ）は補強部材の断面図である。
【図４】本発明の実施形態に係る玄関前構造物を構成する部材を説明する図であり、（ａ
）は台座取付部材の横断面図であり、（ｂ）は台座取付部材を背面側から見た図であり、
（ｃ）は台座取付部材を取り付けた部分の横断面図であり、（ｄ）は台座取付部材を取り
付ける部分の一部横断面図である。
【図５】本発明の実施形態に係る玄関前構造物を構成する部材を説明する図であり、（ａ
）はインターホンを取り付ける部分の竪断面図であり、（ｂ）はインターホンを取り付け
る部分を背面側から見た図である。
【図６】本発明の実施形態に係る玄関前構造物を構成するインターホン取付台座の図であ
り、（ａ）は正面図であり、（ｂ）は竪断面図であり、（ｃ）はインターホンを固定した
状態の側面図であり、（ｄ）は他の正面図であり、（ｅ）は他の側面図である。
【図７】本発明の実施形態に係る玄関前構造物に内蔵取付けでインターホンを取り付ける
状態を説明する図であり、（ａ）は玄関前構造物にインターホンを取り付けるときの図で
あり、（ｂ）は玄関前構造物にインターホンを取り付けるときの一部竪断面図であり、（
ｃ）は玄関前構造物にインターホンを取り付けた状態の一部竪断面図であり、（ｄ）は玄
関前構造物にインターホンを取り付けた他の状態の一部竪断面図である。
【図８】本発明の実施形態に係る玄関前構造物を構成する部材を説明する図であり、（ａ
）はインターホンを取り付ける部分の一部竪断面図であり、（ｂ）はインターホンを取り
付ける部分を背面側から見た図であり、（ｃ）は一部平面図である。
【図９】本発明の実施形態に係る玄関前構造物に外付けでインターホンを取り付ける状態
を説明する図であり、（ａ）は玄関前構造物にインターホン取付台座を取り付けるときの
図であり、（ｂ）は玄関前構造物にインターホン取付台座を取り付けるときの一部竪断面
図であり、（ｃ）（ｄ）は玄関前構造物にインターホン取付台座を取り付けた状態の一部
竪断面図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る玄関前構造物に外付けでインターホンを取り付ける状
態を説明する図であり、（ａ）は玄関前構造物にインターホンを取り付けるときの図であ
り、（ｂ）は玄関前構造物にインターホンを取り付けるときの一部竪断面図であり、（ｃ
）は玄関前構造物にインターホンを取り付けた状態の一部竪断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の一実施形態の玄関前構造物について、正面にインターホンが設けられた玄関ポ
ールの例をあげ、図面を参考にして説明する。
　なお、本実施形態の説明において、建物の玄関の前に立設された玄関ポールの反建物側
を正面側といい、建物側を背面側という。また、玄関ポールの中心に向かう側を内側とい
い、中心から離れていく側を外側という。
【００１０】
（全体の構成）
　図１に示すように、本実施形態の玄関ポール１は、正面と、背面と、左右両側面を有す
る断面矩形上の支柱状物であり、玄関ポール１の正面から上面を構成する正面板１１と、
両側面を構成する左右の側面板１２，１２と、背面を構成する背面板１３を有している。
【００１１】
　玄関ポール１は、例えば上から照明装置と、インターホン５と、ポスト等が配置されて
おり、玄関ポール１の正面には、照明部分Ａと、インターホン５の操作面Ｂと、ポストの
投函口Ｃが設けられるとともに、玄関ポール１の背面には、ポストの取り出し口Ｄが設け
られている。
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【００１２】
　玄関ポール１に配置された照明装置は、建物内に配置された電源との間で配線等されて
接続されており、建物内のスイッチもしくは明るさセンサー等によって点灯する。
　また、玄関ポール１に配置されたインターホン５は、建物内に配置された電源及び親機
との間で配線等されて接続されており、インターホン５を操作することでチャイムを鳴ら
したり、建物内の親機と通信したりできる。
【００１３】
　以上のように、玄関ポール１には、各種の機能装置が設けられるが、該機能装置は、必
ずしも当該玄関ポール１専用の装置ではなく、顧客の希望によってはさまざまな寸法や外
形を有する装置を設けられることが好ましい。
　特に、インターホン５に関しては、その寸法、外形等が様々で、玄関ポール１は、それ
ら様々な寸法、外形を有するインターホンの取付けが可能であることが好ましい。
　本実施形態の玄関ポール１は、種々のインターホンの取付けを可能にしている。
【００１４】
（インターホンの第１の取付例）
　本実施形態の玄関ポール１における第１の取付例では、玄関ポール１はインターホン５
を内蔵して取付けており、正面板１１に設けられた開口部１１１ａから、インターホン５
の操作面Ｂが操作可能に露出している。
　以下、インターホン５を内蔵して取付けるための構成について説明する。
【００１５】
　本実施形態の玄関ポール１においては、インターホン５は、正面板１１の左右両側の背
面位置に高さ方向に沿って配置される長尺部材である補強部材２，２と、正面板１１の開
口部１１１ａの上下位置に配置され、補強部材２，２と正面板１１との間に挟まれて固定
される上下の台座取付部材３，３と、上、下の台座取付部材３，３に固定されインターホ
ン５を固定するインターホン台座４によって玄関ポール１の正面板１１に取付けられる。
【００１６】
（正面板）
　玄関ポール１の正面板１１は、例えばアルミ形材からなり、図２（ａ），（ｂ），（ｃ
）に示すように、玄関ポール１の正面を形成する正面板本体１１１と、正面板本体１１１
の左右両端に設けられ左右の側面板１２，１２の正面側端縁が当接される凹部１１２，１
１２と、正面板本体１１１の背面側に長手方向に沿って設けられる断面略Ｌ字状の２条の
取付リブ１１３，１１３を有している。
【００１７】
　正面板１１の正面板本体１１１の所定の位置には、インターホン５の操作面Ｂが露出す
るインターホン切欠き部（開口部）１１１ａが形成されており、開口部１１１ａの周りに
は、クッション材１１１ｂが両面テープ等によって取り付けられている。　
　そして、取付リブ１１３，１１３は、インターホン５が配置される位置において、切り
欠かれている。
【００１８】
（補強部材）
　正面板１１の背面側の左右両側位置に、図３（ａ），（ｂ）に示すように、正面板１１
の長手方向に沿って補強部材２，２が配置されている。左右の補強部材２，２は、正面板
１１の長手方向の長さとほぼ同じ長さを有する断面中空形状の長尺部材により形成されて
おり、正面板１１の凹部１１２，１１２に当接される側面板１２，１２に対して、図示し
ないネジ等の固定手段によって固定されている。なお、図３（ａ）においては、側面板１
２は省略されている。
【００１９】
　補強部材２，２は、アルミ合金等の金属材料からなり、図３（ｃ）に示すように、中空
部２１と、中空部２１の内側背面側端部より背面方向に延びる片２２を有しており、中空
部２１の内側正面側の角部をへこませて正面側面２１ｂと内側面２１ｃとからなる段部２
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１ａが設けられている。
　補強部材２，２は、正面板本体１１１の取付リブ１１３，１１３よりも左右外側に配置
されている。
【００２０】
（台座取付部材）
　正面板１１の背面側で開口部１１１ａの上下位置には、インターホン台座４を固定する
ための台座取付部材３、３が設けられる。
　台座取付部材３は、アルミ合金等の金属材料からなり、開口部１１１ａよりも大きな幅
寸法を有し、高さ方向に短い短尺部材として形成されている。
【００２１】
　台座取付部材３は、図４（ａ），（ｂ）に示すように、インターホン台座４を取り付け
るための平板状の台座取付部３１と、台座取付部３１の左右両端から背面方向に突出する
側壁部３２，３２と、台座取付部３１の左右両側から延びて側壁部３２，３２からさらに
左右方向に延設された取付片部３３，３３と、台座取付部３１の正面側左右位置に正面方
向に延設されたリブ部３４，３４を有している。
【００２２】
　台座取付部３１の左右両側には、それぞれ上下方向に一つの長孔３１ａと、２つのネジ
孔３１ｂ，３１ｃが形成されており、取付片部３３には、ネジ孔３３ａが形成されている
。また、必要に応じて、側壁部３２にネジ孔を形成してもよい。
【００２３】
　台座取付部材３は、図４（ｃ），（ｄ）に示すように、取付片部３３，３３の背面側を
側面板１２，１２に固定された補強部材２，２の正面側面２１ｂに当接させ、ネジ孔３３
ａ，３３ａを介して補強部材２，２の段部２１ａの正面側面２１ｂにネジ等の固定手段ｂ
１によって固定される。
【００２４】
　補強部材２，２に台座取付部材３を固定した後に、正面板１１を、図４（ｃ）の矢印ｘ
に示すように、玄関ポール１の正面及び上面を覆うように嵌め込んで、裏面側から正面板
１１の取付リブ１１３，１１３に対して台座取付部材３，３の台座取付部３１に形成した
長孔３１ａ，３１ａを介してビス等の固定手段ｂ２によって固定する。
　補強部材２，２及び正面板１１に固定された台座取付部材３，３は、図５（ｂ）に示す
ように、正面板１１の開口部１１１ａの上下位置に配置され、図５（ａ）に示すように、
正面板１１の背面から前後方向で距離ｔ１だけ離れた位置に台座取付部３１が配置される
。
【００２５】
（インターホン台座）
　正面板１１の背面側で開口部１１１ａの上下位置に形成された台座取付部材３，３に、
インターホン台座４が取付けられる。
　インターホン台座（取付部材）４は、例えばスチール等の金属材料からなり、図６（ａ
），（ｂ）に示すように、インターホン５が取り付けられるインターホン取付部４１と、
玄関ポール１に固定された台座取付部材３，３の台座取付部３１，３１に固定される上固
定部４２及び下固定部４３と、インターホン取付部４１と上固定部４２及び下固定部４３
とを連結する上連結部４２１及び下連結部４３１が一体的に形成されている。
【００２６】
　インターホン取付部４１と上固定部４２及び下固定部４３は、それぞれ平行な面で形成
されており、玄関ポール１に取付けた際に、正面板１１の表面に直交する方向で位置がず
れるように形成されている。
【００２７】
　インターホン取付部４１には、適宜位置にインターホン５等を取り付けるための取付孔
４１ａが形成されており、適宜配線を通す孔等が形成されている。また、上固定部４２に
は、左右端部近傍にビス等の固定手段ｂ３を挿通する挿通孔４２ａ，４２ａが形成されて
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おり、下固定部４３には、左右端部近傍にビス等の固定手段ｂ３を挿通する挿通溝４３ａ
，４３ａが下固定部４３の下端から切欠かれて形成されている。
【００２８】
　インターホン５を玄関ポール１に対して内蔵取付けする際には、図６（ｃ）に示すよう
に、インターホン台座４は、インターホン取付部４１の上固定部４２及び下固定部４３が
存在する側の面に、インターホン５がビス等の固定手段により取り付けられている。
【００２９】
　インターホン５が取付けられたインターホン台座４、すなわちインターホン台座４が取
付けられたインターホン５は、図７（ａ）に示すように、背面板１３が外された、玄関ポ
ール１の背面より、インターホン取付部４１が背面側に位置し、上、下固定部４２，４３
が正面側に位置する状態で挿入され、図７（ｂ）に示すように、正面板１１の開口部１１
１ａの周りに配置されたクッション材１１１ｂに対してインターホン５の正面側が当接す
るまで挿入される。
【００３０】
　インターホン５が取付けられたインターホン台座４は、図７（ｃ）に示すように、イン
ターホン５の正面側がクッション材１１１ｂに当接した状態で、上固定部４２及び下固定
部４３と台座取付部材３，３の台座取付部３１，３１を固定するビス等の固定手段ｂ３を
締め付けることで、インターホン５は、クッション材に圧接して正面板１１の背面とイン
ターホン台座４によって挟持され、安定した取付けを行うことができる。
【００３１】
　具体的には、インターホン台座４は、図８（ａ），（ｂ），（ｃ）に示すように、上固
定部４２に形成された挿通孔４２ａ，４２ａを通したビス等の固定手段ｂ３を開口部１１
１ａの上側に固定された台座取付部材３の台座取付部３１のネジ孔３１ｂもしくはネジ孔
３１ｃに螺合するとともに、下固定部４３に形成された挿通溝４３ａ，４３ａを通したビ
ス等の固定手段ｂ３を開口部１１１ａの下側に固定された台座取付部材３の台座取付部３
１のネジ孔３１ｂもしくはネジ孔３１ｃに螺合することで取り付けられる。
　なお、図８においては、インターホン５を省略して記載しているが、実際には、図８（
ａ），（ｃ）に示すスペースＳにインターホンが配置されることとなる。
【００３２】
　なお、本実施形態の玄関ポール１において、厚み寸法が小さいインターホン５を内蔵取
付けする場合には、図７（ｄ）に示すように、例えば長さの異なるネジ等の固定手段ｂ４
を用いて固定することで対応することができ、玄関ポール１を構成する部材を変更するこ
となく、さまざまな厚み寸法を有するインターホン５を取り付けることができる。
【００３３】
　上記のように、玄関ポール１に対してインターホン５を取り付けるに際して、玄関ポー
ルの長手方向に沿って配置した補強部材２，２に固定された上下の台座取付部材３，３お
よびインターホン台座４を介して取り付けることで、強度の高い取付が可能であり、台座
取付部材３，３をインターホン５が露出する開口部の上下位置のみに配置することで、幅
の小さい玄関ポール１に対してインターホン５の安定した取付けが可能である。
【００３４】
（インターホンの第２の取付例）
　本実施形態の玄関ポール１は、第１の取付例で使用した各部材を変更することなく、イ
ンターホン５を玄関ポール１の正面に外付けすることができる。したがって、第２の取付
例によれば、外形が意匠的に優れているインターホン５を、玄関ポール１に外形を露出さ
せた状態で取り付けることができる。
　以下、インターホン５を外付するための構成について説明する。
　なお、インターホン５を外付けするための補強部材２、台座取付部材３、インターホン
台座４は、インターホン５を内蔵取付けするときに使用するものと共通であるので、その
具体的な形状等の説明は省略する。
【００３５】
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（インターホン台座）
　インターホン５を外付けする場合においても、正面板１１の背面側で開口部１１１ａの
上下位置に固定された台座取付部材３の台座取付部３１に対して、ビス等の固定手段ｂ３
によってインターホン台座４が取付けられる。ただし、インターホン５を玄関ポール１に
外付けするに際しては、インターホン５は予めインターホン台座４に取付けられてはおら
ず、正面板１１に対してインターホン台座４を反転させて取り付ける。
【００３６】
　具体的には、図９（ａ）に示すように、インターホン５が取り付けられていないインタ
ーホン台座４が、インターホン取付部４１が正面側に位置し、上、下固定部４２，４３が
背面側に位置する状態で、玄関ポール１の背面から玄関ポール１内に挿入される。
【００３７】
　玄関ポール１内に挿入されたインターホン台座４は、図９（ｂ），（ｃ）に示すように
、インターホン取付部４１の上、下固定部４２，４３が存在する側の反対側（ここでは、
正面側）の面が正面板１１の開口部１１１ａの周りに配置されたクッション材１１１ｂに
当接するとともに、上、下固定部４２，４３のインターホン取付部４１が存在する側（こ
こでは、正面側）の面が台座取付部材３，３の台座取付部３１に当接する。
　すなわち、インターホン台座４の上、下連結部４２１，４３１の幅寸法ｔ２が、正面板
１１の背面から台座取付部３１までの距離ｔ１と同程度に形成されていることが好ましい
。
【００３８】
　そして、インターホン台座４は、図９（ｃ）に示すように、上、下固定部４２，４３の
正面側が台座取付部材３，３の台座取付部３１に当接した状態で、ビス等の固定手段ｂ３
が締め付けられることで、図１０（ａ）に示すように、インターホン取付部４１の上、下
固定部４２，４３が存在する側の反対側の面が正面板１１の開口部１１１ａから露出する
ように玄関ポール１に固定される。
【００３９】
　玄関ポール１に外付けされるインターホン５は、ベース５２とインターホン本体５１と
を有し、図１０（ａ），（ｂ）に示すように、正面板１１の開口部１１１ａから露出した
インターホン台座４のインターホン取付部４１の上、下固定部４２，４３が存在する側の
反対側の面に対してベース５２がビス等の固定手段ｂ５及び取付孔４１ａ，４１ａによっ
て固定され、インターホン本体５１が係合等適宜の方法でベース５２に対して固定される
ことで、図１０（ｃ）に示すように、玄関ポール１の正面板１１の正面側にインターホン
５を外付けすることができる。
【００４０】
（その他の実施形態）
　本実施形態のインターホン取付構造は、玄関ポール１にインターホン５をとりつけない
場合にも対応できる。
　具体的には、図６（ｄ），（ｅ）に示す、インターホン台座４を、インターホン取付部
４１に目隠し材４５を張り付けた目隠しカバー材として使用する。そして、玄関ポール１
にインターホン５を外付けするときのインターホン台座４の取り付け方法と同様に、目隠
しカバー材（インターホン取付台座）４を玄関ポール１に取付ける。
【００４１】
　なお、目隠し材４５は、開口部１１１ａと同程度の寸法を有し、インターホン台座４の
インターホン取付部４１において、正面板１１の開口部１１１ａから露出する部分に両面
テープ４５ａ等によって張り付ければよい。
【００４２】
　玄関ポール１に固定された目隠しカバー材（インターホン取付台座）４は、図９（ｄ）
に示すように、目隠し材４５が開口部１１１ａ部分に配置されることで、玄関ポール１の
正面側をスムーズに見せることができる。
【００４３】
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　また、上記のインターホンの第２の取付例においては、インターホン台座４を反転させ
て、インターホン５を玄関ポール１に外付けする場合の説明をしているが、インターホン
５の厚さが図７（ｄ）に示すインターホン５よりもさらに小さい場合などには、インター
ホン台座４を反転させたうえでインターホン５を内蔵して取り付けることもできる。
　例えば、図９（ｂ），（ｃ）に示す固定手段ｂ３のネジの長さを長くすることで、イン
ターホン取付部４１と正面板１１との間にインターホンを配置する空間を形成し、幅の小
さいインターホン５を内蔵するようにしてもよい。
【００４４】
（実施形態の効果）
　以上のように、本実施形態の玄関ポールは、インターホンの固定に、インターホンを固
定するインターホン取付部と玄関ポールに固定するための固定部をインターホンの正面に
直交する方向にずらして形成したインターホン取付台座を用い、インターホン取付部の両
面にインターホンを固定可能にして反転させて玄関ポールに取付けできるようにすること
で、共通の固定部品を用いて、玄関ポールに対してインターホンを内蔵取付けと外付けの
両方に対応できる。また、厚みの異なるインターホンの取付けに対して柔軟に対応するこ
とができる。
【００４５】
　つまり、玄関ポールに対するインターホンの内蔵取付けと外付けもしくは厚みの異なる
インターホンの取付けを同一の部品で兼用して行うことができるので、部品管理が良好で
あるとともに、穴あけ等の加工が不要であり、施工を容易にすることができる。
【００４６】
　その他、以上の実施形態は，請求項に記載された発明を限定するものではなく，例示と
して取り扱われることは言うまでもない。
　例えば、本発明の玄関前構造物は、一般的にインターホンが設けられる位置が玄関前で
あることから玄関前構造物との名称を採用しているが、玄関前構造物は玄関ポールに限定
されるものではなく、インターホンが取付けられる門柱等の構造物でもよいし、さらには
玄関以外の出入り口の近傍に設けられる構造物であってもよい。
【符号の説明】
【００４７】
１　　　　：玄関ポール（玄関前構造物）
１１　　　：正面板
１１１ａ　：開口部
２　　　　：補強部材
３　　　　：台座取付部材
４　　　　：インターホン台座（取付部材）
４１　　　：インターホン取付部
４２　　　：上固定部
４３　　　：下固定部
５　　　　：インターホン
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